
～もし父親が亡くなったらどうなるの？
相続が始まる前に知っておくべき基礎知識～

相続の学校大分 主催

18：30～20：006月7日（火）

10 名

1,000円 （資料代込）

大分市高松1丁目7-8 サンメゾン高城102

シェアオフィス１０２ 【駐車場あり】

日 時

参加費

定 員

場 所

相続の基本のき

講師
相続アドバイザー

武田 三佳子
㈱マイスペース代表取締役

梅田行政書士事務所代表

行政書士 梅田 智裕

オブザーバー

１もし父親が亡くなって相続が始まったら、どのような手続きが必要か順番にみていきましょう！

＜相続開始から３か月以内＞

・遺言書がある？ない？

・相続人は誰？

・資産だけじゃない、負債も連帯保証も、相続財産は何があるの？

・相続を承認する？放棄する？

＜相続開始３か月～１０カ月＞

・準確定申告はいつまで？

・遺産分割協議書は必要？

・相続税の申告はいつまで？

２ 遺言書は何故大切なのか？

・遺言書はどうやって書くの？

・書くときに注意することは？

・もし遺言書はもう少しじっくり考えてから…という時はエンディングノート

Ⅰ. 相続基本の き

Ⅱ. 総括（オブザーバー）

相続の基本を1からやさしく学べる勉強会

■クレインホテル

大分銀行

197号

柳通り

高城駅

サンメゾン高城■

大分方面→←鶴崎方面

ＭＡＰ

お申込み・お問い合わせ

株式会社マイスペース（相続の学校 大分主宰）

TEL : 097-574-7591 FAX : 097-574-7592

マイスペース大分｜ 検索

ホームページの【相続の学校大分 学校案内・勉強会申込みフォーム】

からお申込み頂くか、下記電話番号へお電話にてお申込下さい。



　　　　司法書士と相続アドバイザーが今一番多くの人に知って欲しい、あなたの想いを叶える、

　　新しい相続・財産承継の方法”民事信託”勉強会

相続の学校 大分 主催

18：30～20：00６月１５日

10 名 講師

1,000円 （資料代込）

大分市高松1丁目7-8 サンメゾン高城102

シェアオフィス１０２ 【駐車場あり】

日 時

参加費

定 員

場 所
司法書士てぃーだ事務所

司法書士・行政書士 亀田 朝恵

勉強会の流れ

1. 民事信託の基礎知識

2. 民事信託契約で出来る事を具体例で解説

3. 質疑応答 ※ご希望の方は終了後個別相談もお受けいたします。(無料）

今回は、こんな想いや心配事を持つ人の解決策となる内容です。

■クレインホテル

大分銀行

197号

柳通り

高城駅

サンメゾン高城■

大分方面→←鶴崎方面

ＭＡＰ

お申込み・お問い合わせ

株式会社マイスペース（相続の学校 大分 主宰）

TEL : 097-574-7591 FAX : 097-574-7592

マイスペース大分｜ 検索

ホームページの【相続の学校大分 学校案内・勉強会申込みフォーム】

からお申込み頂くか、下記電話番号へ電話にてお申込下さい。

不動産オーナーＡさんの想い

アパートの管理全般を子供に権限を持たせて引き継いで欲しいけど、まだ自分の生活費に賃料

収入は必要だし、何かいい方法はないかなぁ…

子供がいないＤさんの悩み

夫は長男で跡取り、でも私たち夫婦には子供がいないので夫の両親は誰に遺産を残すかを

悩んでいる。夫が先に亡くなった時に自分も安心して老後を過ごせて、かつ夫の両親も安心

するような方法はないかな…

夫に先立たれ

自宅で１人暮らしのＢさんの想い

老後は自宅を売却したお金で施設

に入ろうと思っているけど、どの

ように準備をすれば安心かしら…

もしもの時は実家を売却して親の介

護や病院の費用に充てたいけど、気

付かないうちに認知症になってし

まって売却が出来なくなったら介護

費用はどう工面しよう…

実家で１人暮らしの親を持つＣさんの想い



相続の学校 大分 主催

18：30～20：00６月２３日（木）日 時

1,000円 （資料代込）参加費

10 名定 員

大分市高松1丁目7-8 サンメゾン高城102

シェアオフィス１０２ 【駐車場あり】
場 所

■クレインホテル

大分銀行

197号

柳通り

高城駅

サンメゾン高城■

大分方面→←鶴崎方面

ＭＡＰ

お申込み・お問い合わせ

株式会社マイスペース（相続の学校 大分 主宰）

TEL : 097-574-7591 FAX : 097-574-7592

マイスペース大分｜ 検索

ホームページの【相続の学校大分 学校案内・勉強会申込みフォーム】

からお申込み頂くか、下記電話番号へお電話にてお申込下さい。

「相続」が『争続』や『喪続』にならないために…

生命保険を活用した相続対策のメリット、デメリット

今回は、こんな想いや心配事を持つ人の解決策となる内容です。

一緒に住んでいる長男に自宅と先祖からの土地を譲りたいが、他の兄弟と揉め

ないか心配…

相続財産が不動産しかないので分割が困難。相続税を払う手だても考

えておかないといけないし、対策はあるかな？

相続税をきちんと支払うのは当然だが、節税対策として準備出来るこ

とがあったら知りたい。

勉強会の流れ

1. 生命保険を活用した相続対策のメリット、デメリット

2. 生命保険を活用した対策を具体例で解説

3. 質疑・個別相談 ※終了後無料相談対応

・ 納税対策 ・遺産分割対策 ・節税対策

講師：本村 惠

FPはーとさぽーと(株) 代表取締役

ファイナンシャルプランナー
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